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※都道府県機構へ

の諮問・答申 

②転用面積が 30a（転用する農地が農用地区域内農地、甲種農地、第１種農地の場合は 20a）超、 

4ha（農地所在地が大津市の場合は 2ha）以下の場合 

⑤転用面積が 4haを超え、農地の所在が近江八幡市の場合 

都道府県機構への

諮問・答申 
農林水産大臣協議 

④転用面積が 4haを超える場合（農地の所在が近江八幡市の場合を除く） 

滋賀県知事へ申請書送付 

↓ 

滋賀県知事による審査 

都道府県機構への

諮問・答申 
農林水産大臣協議 

③転用面積が 2ha超、4ha以下の場合（農地の所在が大津市の場合に限る） 

滋賀県知事へ申請書送付 

↓ 

滋賀県知事による審査 

都道府県機構への

諮問・答申 

①転用面積が 30a（転用する農地が農用地区域内農地、甲種農地、第１種農地の場合は 20a）以下の場合 

（農政課） 

（農政課） 

（近畿農政局） 

（近畿農政局） 

（農政課） 

（農政課） 

※ 農業委員会等に関する法律の規定に基づき、都道府県知事が指定する都道府県ネットワーク機構のことです。 

滋賀県の場合は、一般社団法人滋賀県農業会議が、都道府県機構に指定されています。 


